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１【半期報告書の訂正報告書の訂正理由】 

  平成17年12月22日に提出いたしました第82期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）半期報告書の記載事項の一部

に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

 第一部 企業情報 

  第４ 提出会社の状況 

   １ 株式等の状況 

    （２）新株予約権等の状況 

  

３【訂正箇所】 

  訂正箇所は     を付して表示しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



第一部 企業情報 

  第４ 【提出会社の状況】 

   １【株式等の状況】 

    （２）【新株予約権等の状況】 

（訂正前） 

①平成16年７月29日取締役会決議により付与 

  
（注）１ 新株予約権の行使の条件１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

      また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、当社

は払込金額を調整する。 
３ 平成17年６月24日開催の当社取締役会において、平成17年９月30日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対

しその所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割(無償交付)することを決議し、平成17年11月21日付けにて株式の分割により株式

数が増加しております。 

  

株主総会の特別決議日 （平成16年６月25日） 

  中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個）    566（注）1    1,132（注）1,3 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 566,000 1,132,000（注）3 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり440（注）2 1株当たり220（注）2,3 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月25日～
平成21年６月24日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  440
資本組入額 220 

発行価格  220 
資本組入額 110 

（注）3 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受け
たものは、権利行使時において
も、当社の取締役、監査役若し
くは従業員の地位にあることを
要する。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職等その他正当
な理由のある場合はこの限りで
はない。 
新株予約権の行使前日の証券

取引所における当社普通株式取
引の終値が１株当たり払込金額
の1.5倍以上であることを要す
る。 
その他条件は、総会及び新株

予約権発行の取締役会決議に基
づく、当社と新株予約権の割り
当てを受けたものとの間で締結
した「新株予約権割当契約書」
の約定による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その
他処分は認めない。 

同左 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

      
既発行株式数

新発行株式数＋1株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価 

既存発行株式数＋新規発行株式数 



（訂正後） 

①平成16年７月29日取締役会決議により付与 

  
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、2,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

      また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、当社

は払込金額を調整する。 
３ 平成17年６月24日開催の当社取締役会において、平成17年９月30日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対

しその所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割(無償交付)することを決議し、平成17年11月21日付けにて株式の分割により株式

数が増加しております。 
  

株主総会の特別決議日 （平成16年６月25日） 

  中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個）     566（注）1 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 566,000 1,132,000 (注) 3 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり440（注）2 1株当たり220 (注) 2,3 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月25日～
平成21年６月24日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  440
資本組入額 220 

発行価格  220 
資本組入額 110 

(注) 3 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受け
たものは、権利行使時において
も、当社の取締役、監査役若し
くは従業員の地位にあることを
要する。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職等その他正当
な理由のある場合はこの限りで
はない。 
新株予約権の行使前日の証券

取引所における当社普通株式取
引の終値が１株当たり払込金額
の1.5倍以上であることを要す
る。 
その他条件は、株主総会及び

新株予約権発行の取締役会決議
に基づく、当社と新株予約権の
割り当てを受けたものとの間で
締結した「新株予約権割当契約
書」の約定による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その
他処分は認めない。 

同左 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

      
既発行株式数

新発行株式数＋1株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価 

既存発行株式数＋新規発行株式数 



（訂正前） 

  ②平成17年４月12日取締役会決議により付与 

（注）１ 新株予約権の行使の条件１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 
２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り

上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

      また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、当社

は払込金額を調整する。 
３ 平成17年６月24日開催の当社取締役会において、平成17年９月30日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対

しその所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割(無償交付)することを決議し、平成17年11月21日付けにて株式の分割により株式

数が増加しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

（訂正後） 

  ②平成17年４月13日取締役会決議により付与 

株主総会の特別決議日 （平成16年６月25日） 

  中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個）    34（注）1    68（注）1，3 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 34,000 68,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり415（注）2 1株当たり208（注）2,3 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月25日～

平成21年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  415
資本組入額 208 

発行価格  208 
資本組入額 104 

(注)3 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受け
たものは、権利行使時において
も、当社の取締役、監査役若し
くは従業員の地位にあることを
要する。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職等その他正当
な理由のある場合はこの限りで
はない。 
新株予約権の行使前日の証券

取引所における当社普通株式取
引の終値が１株当たり払込金額
の1.5倍以上であることを要す
る。 
その他条件は、総会及び新株

予約権発行の取締役会決議に基
づく、当社と新株予約権の割り
当てを受けたものとの間で締結
した「新株予約権割当契約書」
の約定による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その
他処分は認めない。 

同左 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

      
既発行株式数

新発行株式数＋1株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価 

既存発行株式数＋新規発行株式数 



（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、2,000株であります。 
２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

      また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、当社

は払込金額を調整する。 
３ 平成17年６月24日開催の当社取締役会において、平成17年９月30日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対

しその所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割(無償交付)することを決議し、平成17年11月21日付けにて株式の分割により株式

数が増加しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

（訂正前） 

  ③平成17年８月９日取締役会決議により付与 

株主総会の特別決議日 （平成16年６月25日） 

  中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個）    34 (注) 1 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 34,000 68,000 (注) 3 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり415 (注) 2 1株当たり208 (注) 2,3 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月25日～

平成21年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  415
資本組入額 208 

発行価格  208 
資本組入額 104 

(注) 3 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受け
たものは、権利行使時において
も、当社の取締役、監査役若し
くは従業員の地位にあることを
要する。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職等その他正当
な理由のある場合はこの限りで
はない。 
新株予約権の行使前日の証券

取引所における当社普通株式取
引の終値が１株当たり払込金額
の1.5倍以上であることを要す
る。 
その他条件は、株主総会及び

新株予約権発行の取締役会決議
に基づく、当社と新株予約権の
割り当てを受けたものとの間で
締結した「新株予約権割当契約
書」の約定による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その
他処分は認めない。 

同左 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

      
既発行株式数

新発行株式数＋1株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価 

既存発行株式数＋新規発行株式数 

株主総会の特別決議日 （平成17年６月24日） 

  中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 



（注）１ 新株予約権の行使の条件１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 
２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り

上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

      また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、当社

は払込金額を調整する。 
３ 平成17年６月24日開催の当社取締役会において、平成17年９月30日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対

しその所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割(無償交付)することを決議し、平成17年11月21日付けにて株式の分割により株式

数が増加しております。 

  

  

  

  

  

  

  

（訂正後） 

  ③平成17年８月９日取締役会決議により付与 

新株予約権の数（個）     571（注）1     1,142（注）1，3 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 571,000 1,142,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり807（注）2 1株当たり404 (注) 2,3 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月25日～

平成22年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  807
資本組入額 404 

発行価格  404 
資本組入額 202 

(注)3 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受け
たものは、権利行使時において
も、当社の取締役、監査役、顧
問若しくは従業員の地位にある
ことを要する。ただし、任期満
了による退任、定年退職等その
他正当な理由のある場合、又は
取締役会の承認を受けた場合は
この限りではない。 
新株予約権の行使前日の証券

取引所における当社普通株式取
引の終値が１株当たり払込金額
の1.5倍以上であることを要す
る。 
その他条件は、総会及び新株

予約権発行の取締役会決議に基
づく、当社と新株予約権の割り
当てを受けたものとの間で締結
した「新株予約権割当契約書」
の約定による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その
他処分は認めない。 

同左 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

      
既発行株式数

新発行株式数＋1株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価 

既存発行株式数＋新規発行株式数 

株主総会の特別決議日 （平成17年６月24日） 

  中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個）     571（注）1 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 



（注） １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、2,000株であります。 
２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

      また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、当社

は払込金額を調整する。 
３ 平成17年６月24日開催の当社取締役会において、平成17年９月30日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対

しその所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割(無償交付)することを決議し、平成17年11月21日付けにて株式の分割により株式

数が増加しております。 
  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 571,000 1,142,000 (注) 3 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり807（注）2 1株当たり404 (注) 2，3 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月25日～

平成22年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  807
資本組入額 404 

発行価格  404 
資本組入額 202 

(注) 3 

新株予約権の行使の条件  新株予約権の割り当てを受け
たものは、権利行使時において
も、当社の取締役、監査役、顧
問若しくは従業員の地位にある
ことを要する。ただし、任期満
了による退任、定年退職等その
他正当な理由のある場合、又は
取締役会の承認を受けた場合は
この限りではない。 
新株予約権の行使前日の証券

取引所における当社普通株式取
引の終値が１株当たり払込金額
の1.5倍以上であることを要す
る。 
その他条件は、株主総会及び

新株予約権発行の取締役会決議
に基づく、当社と新株予約権の
割り当てを受けたものとの間で
締結した「新株予約権割当契約
書」の約定による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡、質入その
他処分は認めない。 

同左 

調整後払込価格＝ 調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

      
既発行株式数

新発行株式数＋1株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価 

既存発行株式数＋新規発行株式数 
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